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東 北 電 力 株 式 会 社 
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＜お知らせ情報（Ｃ情報）に至らないごく軽度な機器故障＞（月報） 
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの）） 
平成２１年１１月分 

No. 発生日 設   備 概   要 
処置状況※ 
（3月31日現在） 

発生場所 

1 H21.11.2 

主タービン速度検出回

路 

（主タービンの回転速

度を検出する回路） 

定期検査期間中，主タービン速度検

出回路内の速度入力回路に，過電圧

保護用の接地が行われていないこと

を確認した。 

このため，当該回路の接地を実施し

た。 

原因調査の結果，製造メーカの製作

図面において，当該回路の接地箇所

の記載が不明確であったため，接地

が行われなかったことが判明した。 

このため，接地箇所が明確になるよ

う製作図面の記載を見直した。 

処置済み 
中  央 

制 御 室 

2 H21.11.8 

軽油タンク 

（非常用ディーゼル発

電機の燃料を貯蔵する

タンク） 

非常用ディーゼル発電機の軽油タン

クレベル計において，月例の定期試

験前後の指示値に変化がなかったた

め，タンクレベルを実測したところ，

実測値と差異があることを確認し

た。 

当該レベル計を点検した結果，タン

クレベルを検出するフロートを接続

するワイヤーが当該レベル計巻き取

り装置から外れていることを確認し

たため，ワイヤーを復旧し，レベル

計の指示値が正常となったことを確

認した。 

原因調査の結果，タンクレベルの確

認時に誤ってワイヤーがたるむ方向

にハンドルを回したため，ワイヤー

が巻き取り装置から外れたものと判

断した。 

このため，ワイヤーがたるむ方向へ

の操作を禁止する旨，現場に表示を

行った。 

処置済み 屋  外 

 



 

3 H21.11.8 

気体廃棄物処理系設備 

（気体状放射性物質の

放射能を減衰させる設

備） 

定期検査期間中，排ガス循環水ポン

プの点検後の水張り時に，当該ポン

プ出口フランジ部において，水のに

じみが確認された。 

このため，当該フランジ部のパッキ

ンを取替えて復旧した。 

原因調査の結果，点検作業中に追加

作業が必要となり，工事要領書の修

正が必要であったにもかかわらず，

修正を行わずに点検を進めたため，

適切なパッキンの取替作業が実施さ

れていなかったことが判明した。 

このため，工事要領書を適切に修正

のうえ工事を実施するよう再度教育

を行った。 

処置済み 
タービン 

建  屋 

4 H21.11.9 

原子炉圧力容器胴フラ

ンジ温度計 

（原子炉圧力容器胴フ

ランジの温度を測定す

る計器） 

定期検査期間中，３台ある原子炉圧

力容器胴フランジ温度計の１台にお

いて，正常な指示値を示していない

ことを確認した。 

このため，当該温度計を取替えて復

旧した。 

原因調査の結果，原子炉圧力容器の

蓋の取付け作業時に温度検出器のケ

ーブルに力が加わり折損したものと

判断したが，力が加わった原因の特

定にはいたらなかった。 

このため，原子炉圧力容器の蓋の取

外し，取付けの工事仕様書に当該検

出器に接触したり衝撃を加えないよ

うに注意する旨を追記した。 

処置済み 
原 子 炉 

建  屋 

 



 

5 H21.11.10 

環境モニタ計算機伝送

装置 

（モニタリングポスト

等の測定データを収集

して，当社ホームペー

ジへデータを伝送する

装置） 

定期検査期間中，モニタリングポス

トＮｏ．１の点検を実施するため，

環境モニタ計算機伝送装置の設定を

変えてホームページ上の表示を「調

整中」とした後，模擬の信号を当該

モニタリングポストに発信したとこ

ろ，点検を実施していないモニタリ

ングポストＮｏ.２～４および６～

８についてもホームページ上の表示

が「調整中」となった。点検終了後

は，「調整中」の表示が消えて，正し

い測定値が表示された。 

ホームページサーバーにデータを送

信するプログラムの不具合により発

生したものと判明したことから，プ

ログラムの修正を行った。 

原因調査の結果，ホームページの表

示プログラムについて，メーカでの

製作時にプログラム入力誤りがあっ

たことを発見できなかったためと判

断した。 

このため，メーカではプログラム製

作時に，プログラムが適切に入力さ

れていることを確認する体制を整備

し，当社でもその結果を確認するこ

ととした。 

処置済み 事務本館 

6 H21.11.11 

原子炉冷却材浄化系ポ

ンプ 

（原子炉水中の不純物

を除去し水質を維持す

る設備のポンプ） 

原子炉冷却材浄化系ポンプの電流測

定を行ったところ，通常より高めで

あることが確認されたため，当該ポ

ンプを停止した。その後，当該ポン

プの分解点検を行ったところ，部品

の一部に摩耗が確認された。 

このため，当該ポンプを予備品と取

替えて復旧した。 

原因調査の結果，当該ポンプ電動機

の分解点検時に，電動機モータ巻線

を気中保管した際，巻線に錆が発生

し，その錆がポンプ電動機軸受に混

入したためと推定した。 

このため，モータ巻線の保管は水中

保管とすることと,点検後のポンプ

組立て時には，洗浄水にてモータ巻

線を洗浄することを，工事仕様書に

反映した。 

処置済み 
原 子 炉 

建  屋 



7 H21.11.11 

計装用圧縮空気系設備 

（建屋内外の計装，制

御系の機器に圧縮空気

を供給する設備） 

定期検査期間中，２台ある計装用空

気圧縮機の中間冷却器のうち１台の

点検において，冷却器伝熱管を固定

するプレートのボルトが損傷してい

ることを確認したため，当該ボルト

の取替えを行った。 

原因調査の結果，工場製作段階にお

いて当該ボルトのナットが緩んだ状

態で装着されたため，空気圧縮機の

運転中の振動によりボルトが損傷し

たものと判断した。 

このため，工場での製作が適切に実

施されるよう製造メーカのチェック

シートにナットの締め付け状況確認

欄を追記した。 

処置済み 
原 子 炉 

建  屋 

8 H21.11.13 

高圧復水ポンプ 

（復水器から送られた

復水を昇圧して原子炉

給水側へ移送する設

備） 

定期検査期間中，３台ある高圧復水

ポンプのうち１台の水張り中に，当

該ポンプのケーシングの隙間から水

のにじみが確認された。 

このため，当該ポンプの分解点検を

実施し，パッキンの取替えおよび液

状パッキンを塗布して復旧した。 

原因調査の結果，定期検査期間中に

実施した点検後の組立作業におい

て，通常使用することになっている

液状パッキンが塗布されていなかっ

たことが判明した。 

当該作業のチェックシートに液状パ

ッキンの塗布についての記載が不明

瞭であったため，チェックシートに

作業上の注意事項として明記した。 

処置済み 
タービン 

建  屋 

・「不適合」とは，要求事項を満たしていない状態をいいます。 
※処置状況欄記載の「対応中」，「補修済み・取替済み・復旧済み」，「処置済み」については，以下の

状況をいいます。 
  ・対応中 ：要求事項を満足する状態に復旧中です。 
・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。 

今後，原因調査，対策等を講じます。 
・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し，原因調査，対策等を実施済みです。 

なお，今後，水平展開について検討・対応します。 


